
第 １ 回

熊本県議会

厚生常任委員会会議記録

平成21年３月23日

開 会 中

場所 第 ３ 委 員 会 室



- 1 -

熊本県議会 厚生常任委員会会議記録第 １ 回

平成21年３月23日（月曜日）

午後２時50分開議

午後２時53分閉会

本日の会議に付した事件

正副委員長互選

出席委員（８人）

委 員 長 池 田 和 貴

副委員長 山 口 ゆたか

委 員 小 杉 直

委 員 岩 中 伸 司

委 員 藤 川 隆 夫

委 員 鎌 田 聡

委 員 佐 藤 雅 司

委 員 早 田 順 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課課長補佐 中 村 時 英

政務調査課課長補佐 武 田 正 宣

午後２時50分開議

○中村議事課課長補佐 担当書記の中村でご

ざいます。

よろしくお願いいたします。

本日は、最初の委員会でございますので、

正副委員長の互選をお願いいたします。

委員会条例第６条の２第２項の規定によ

り、年長の委員に委員長互選の職務を行って

いただくことになっております。

本委員会の年長委員は、小杉委員でござい

ます。

それでは、小杉先生、よろしくお願いいた

します。

（年長委員着席）

○小杉直年長委員 ただいまから、第１回厚

生常任委員会を開会いたします。

私が、年長でありますので、これより、委

員長互選の職務を行います。

まず、委員長互選の方法については、指名

推選と投票がございますが、指名推選により

行いたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○小杉直年長委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長互選の方法は、指名推選に

より行うことといたします。

それでは、委員長候補者を指名する方を決

めたいと思います。

どなたから指名していただきましょうか。

（ 年長委員一任」と呼ぶ者あり）「

○小杉直年長委員 私にという声があってお

りますので、私が指名することに御異議ござ

いませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○小杉直年長委員 御異議なしと認めます。

それでは、委員長に池田委員を指名したい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○小杉直年長委員 御異議なしと認めます。

よって、池田委員が、委員長に決定いたし

ました。

これで私の職務は終わりますので、委員長

と交代します。

（年長委員退席、委員長着席）

○池田和貴委員長 ただいま、委員長に選出

していただきました池田和貴でございます。

今後１年間、誠心誠意、円滑な委員会運営

に努力いたす所存でございますので、委員各

位におかれましては、御指導、御鞭撻、よろ

しくお願い申し上げます。

簡単ではありますが、あいさつとさせてい
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ただきます。

それでは、引き続き副委員長の互選を行い

ます。

副委員長互選の方法については、指名推選

と投票がございますが、指名推選により行い

たいと思います。

これに御異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○池田和貴委員長 異議なしと認めます。

よって、副委員長互選の方法は、指名推選

により行うということといたします。

それでは、副委員長候補者を指名する方を

決めたいと思います。

どなたから指名をしていただきましょう

か。

（ 委員長一任」と呼ぶ者あり）「

○池田和貴委員長 委員長にという声があり

ますが、私が指名することに御異議ありませ

んか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○池田和貴委員長 それでは、山口ゆたか先

生を指名いたします。

これに御異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○池田和貴委員長 異議なしと認めます。

よって、山口委員が、副委員長に決定をい

たしました。

それでは、山口副委員長から就任のあいさ

つをお願いいたします。

（副委員長着席）

○山口ゆたか副委員長 ただいま副委員長に

選出いただきました山口でございます。

委員長を補佐し、円滑な委員会運営のため

努力してまいる所存でございます。

各委員におかれましても御協力いただき、

また、御指導、御鞭撻いただきながら、よろ

しくお願いいたしたいと思います。

簡単でありますが、あいさつとさせていた

だきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

○池田和貴委員長 それでは、本日の委員会

は、これをもって閉会いたします。

午後２時53分閉会

○池田和貴委員長 次回、第２回目の厚生常

任委員会は、４月22日(水)の午後に開催いた

しますので、よろしくお願いいたします。

なお、開催時間等詳細は、後日文書でお知

らせいたします。

午後２時53分

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

厚生常任委員会委員長


